
平
成
二
十
三
年
六
月
十
四
日

参

議

院

内

閣

委

員

会

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
国
及
び
地
方
の
関
係
機
関
は
、
本
法
の
趣
旨
が
適
切
に
実
現
さ
れ
る
よ
う
、
緊
密
な
連
携
協
力
を
図
る
こ
と
。

二
、
本
法
の
施
行
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
新
た
な
事
務
を
担
う
こ
と
と
な
る
こ
と
に
鑑
み
、
当
該
事
務
の
円
滑
な

遂
行
に
資
す
る
よ
う
、
所
要
の
財
政
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
、
新
認
定
制
度
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
本
法
の
趣
旨
、
国
会
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
自
主

性
を
十
分
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
可
能
な
限
り
運
用
の
具
体
的
な
指
針
を
明
ら
か
に
し
、
公
正
か
つ
透
明
な
行
政
運
営
に
努

め
る
こ
と
。

四
、
本
法
の
施
行
に
よ
り
、
我
が
国
に
お
け
る
寄
附
文
化
の
健
全
な
発
展
を
促
し
、
市
民
に
よ
る
特
定
非
営
利
活
動
へ
の
参
画

が
活
発
化
す
る
よ
う
、
法
改
正
の
趣
旨
が
広
く
周
知
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

五
、
本
法
の
所
管
及
び
そ
の
施
行
に
つ
い
て
、
責
任
あ
る
推
進
体
制
と
な
る
よ
う
十
分
な
対
応
を
講
ず
る
こ
と
。

六
、
附
則
第
十
九
条
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
適
切
な
検
討
が
加
え
ら
れ
る
よ
う
、
新
認
定
制
度
の
施
行
状
況
の
把
握
に
努
め

る
と
と
も
に
、
市
民
活
動
に
携
わ
る
幅
広
い
関
係
者
間
の
連
携
協
力
を
図
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


